
照査対象（設計図書） 照査方法 報告時期

・仕様概要表

・仕上表

・面積表及び求積図

・敷地案内図

・配置図

・平面図（各階）

・断面図（各主要断面）

・立面図（各面）

・矩計図（各主要部詳細）

・基本設計説明書

・工事費概算書

・打合せ議事録

・その他資料

・日影図

・透視図

・模型

・写真撮影（模型、パース等）

・各種資料、調査、計画資料

・基本構造計画案

・構造計画概要書

・仕様概要書

・工事費概算書

・打合せ議事録

・その他資料

・各種資料、調査、計画資料

別表　【建築　基本設計】
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・各計画に設計条件が適切に反
映されていることを確認

・基本計画が対象法令に適合し
ていることを確認

・工事費概算の妥当性を確認

・各段階の照査時、
　成果品の提出時

・指示内容が適切に反映されて
いることを確認

・各段階の照査時、
　成果品の提出時

・各計画に設計条件が適切に反
映されていることを確認

・基本計画が対象法令に適合し
ていることを確認

・各段階の照査時、
　成果品の提出時

・指示内容が適切に反映されて
いることを確認

・各段階の照査時、
　成果品の提出時



照査対象（設計図書） 照査方法 報告時期

・図面目録

・特記仕様書

・施工区分表

・仕上表

・面積表及び求積図

・敷地案内図

・配置図

・平面図（各階）

・断面図（各主要断面）

・立面図（各面）

・展開図

・床伏図

・天井伏図

・屋根伏図

・平面詳細図

・矩計詳細図

・階段詳細図

・部分詳細図

・建具キープラン

・建具表

・屋外施設設計図

・その他詳細図

・打合せ議事録、その他資料

・設計チェックリスト

・設計方針書

別表　【建築　実施設計】
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・各設計図書への必要事項の
明示がされていることを確認
する

・各図面間に不整合がないこ
とを確認する。

・他工種の図面間に不整合が
ないことを確認する。

・関連法令、官公署の指示等
に適合していることを確認す
る。

・各図面への設計意図を伝え
る十分な表現がされているこ
とを確認する

・各段階の照査時、
　成果品の提出時



照査対象（設計図書） 照査方法 報告時期

・計画通知関連図書

・工事費内訳明細書

・積算数量算出書、見積書

・日影図

・透視図

・模型

・写真撮影(模型、パース等)

・概算工事費内訳書

・概略工事行程表

・防災計画評定計画書

・防災性能評定計画書

・省エネ法関係計画書

・バリアフリー関連計画書

・景観関連計画書

・各種条例等届出書

・特別調査報告書
・アスベスト調査報告書
・ダイオキシン調査報告書

・ＰＣＢ調査報告書

・外壁調査報告書

・敷地測量報告書

・地質調査報告書

・その他調査、検討、計画資料

・積算チェックリスト

・設計意図伝達資料一式

・総合評価方式にかかる

　課題提案等資料

・計画通知手数料納付証明書

・開発許可申請にかかる資料

・開発許可不要証明

・適正に作成されていること
を確認する。

・各段階の照査時、
　成果品の提出時

・関連図書、計画書、調査書
等が適切に作成されているこ
とを確認する。

・関連法令、官公署の指示等
に適合していることを確認す
る。

・数量積算書、見積書が適正
であること及び数量積算書等
と内訳明細書に不整合がない
ことを確認する

・適正に作成されていること
を確認する。

・各段階の照査時、
　成果品の提出時

・各段階の照査時、
　成果品の提出時
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照査対象（設計図書） 照査方法 報告時期

・構造設計図

　（ア）各階伏図

　（イ）各通軸組図

　（ウ）基礎配筋図

　（エ）梁貫通伏図

　（オ）柱梁断面リスト

　（カ）梁構配筋図

　（キ）その他配筋図

　（ク）配筋基準図

　（ケ）鉄骨軸組図

　（コ）鉄骨梁構詳細図

　（サ）鉄骨断面リスト

　（シ）鉄骨ｼﾞｮｲﾝﾄ詳細図

　（ス）鉄骨柱、梁詳細図

　（セ）鉄骨梁貫通伏図

　（ソ）各部断面図

　（タ）標準詳細図

　（チ）その他各部詳細図

・構造計算概要書

・構造計算書

・その他計算書

・打合せ議事録

・調査、検討、計画資料

・構造評定等申請図書
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※平成１９年６月２０日施行改正建築基準法・建築士法及び関係政省令により必要となる図書
を含む。
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・各設計図書への必要事項の
明示がされていることを確認
する

・各図面間に不整合がないこ
とを確認する。

・各設計図書と構造計算書間
に不整合がないことを確認す
る。

・関連法令、官公署の指示等
に適合していることを確認す
る。

・適正に作成されていること
を確認する。

・各段階の照査時、
　成果品の提出時

・各段階の照査時、
　成果品の提出時

別表　【建築　実施設計／構造】


